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肥前環境株式会社の一部株式取得（連結子会社化）に関するお知らせ 

 

 

当社は、４月15日付で、肥前環境株式会社（以下「対象会社」という。）の発行済株式総数の70％

の株式を取得し、同社を連結子会社化することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせ

いたします。 

 

記 

 

１．株式取得の理由 

 当社グループは、廃棄物の収集運搬から中間処理・再資源化及び最終処分に至るまでのワン

ストップサービスを提供するとともに、土壌浄化や施設建設・運営管理等、環境創造に係るバ

リューチェーンを幅広く展開し、脱炭素社会や循環経済への転換に向けた世界的潮流の中で、

社会課題解決に繋がる施策を積極的に推進しております。 

 対象会社は、最終処分事業を行うべく設立され、佐賀県伊万里市内において、産業廃棄物管

理型最終処分場としての施設設置許可を2025年２月14日に、一般廃棄物最終処分場としての施

設設置許可を2025年３月27日に取得しております（下表に許可概要を記載）。 

九州エリアにおいては、当社の共同出資会社が、公民連携事業（PPP）によるエネルギー回収

施設等の整備計画を現在進めております。対象会社の連結子会社化により、同エリア内で完結

する廃棄物処理・資源循環システムを構築することができ、シェア拡大につながるシナジー効

果が見込めるものと考えております。今後、早期の建設工事着手及び供用開始を目指すととも

に、地域に根差した事業を展開してまいります。 

当社グループは、自社による計画的な管理型最終処分場の新増設に加えて、新たなエリアで

の管理型最終処分事業も展開し、社会インフラを提供する企業として、持続可能な循環型社会

の形成に貢献するとともに、さらなる事業成長を図ってまいります。 

  



 

 

〔許可概要〕 

（１） 施設の種類 最終処分場（管理型） 

（２） 設置場所 佐賀県伊万里市黒川町黒塩字飛石2109-5 外42筆 

（３） 許可容量 1,104,632㎥（新設） 

（４） 許可品目 

産業廃棄物： 

廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリート

くず・陶磁器くず 

（以上３品目については、自動車等破砕物を含む） 

燃え殻、汚泥、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、

動物系固形不要物、ゴムくず、鉱さい、がれき類、動物の

ふん尿、動物の死体、ばいじん、政令第２条第13号廃棄物、

廃石綿等 

（石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀

含有ばいじん等を含む） 

以上 18種類 

 

一般廃棄物： 

焼却残さ 

（燃え殻、ばいじん（水銀含有ばいじんを含む））、 

不燃物 

（石綿含有廃棄物を含む） 

以上 ２種類 

 

２．異動する子会社の概要 

（１） 名称 肥前環境株式会社 

（２） 所在地 福岡県福岡市早良区早良七丁目１番６号 

（３） 代表者の役職・氏名 
代表取締役 西崎 晃 

代表取締役 釘田 良三 

（４） 事業内容 一般廃棄物及び産業廃棄物の最終処分事業 

（５） 資本金 10百万円 

（６） 設立年月日 2023年４月28日 

（７） 
大株主及び持株比率 

（自己株式を除く） 

西崎 晃  60.0% 

中村 成年 40.0% 

（８） 
上場会社と当該会社 

との間の関係 

資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

（９） 

当該会社の最近１年間の財政状態 （単位：百万円） 

決算期 2024年３月期 

純資産 ▲5 

総資産 49 

 

  



 

 

３．株式取得の相手先の概要及び異動前後の所有株式の状況 

（１） 氏名 西崎 晃 

（２） 住所 福岡県福岡市  

（３） 
上場会社と 

当該個人の関係 

当社との間に記載すべき資本関係・人的関係・取引関係は

ありません。 

（４） 異動前の所有株式数 120株（議決権の数：120個） 

（５） 異動後の所有株式数 36株（議決権の数： 36個） 

 

（１） 氏名 中村 成年 

（２） 住所 大阪府大阪市 

（３） 
上場会社と 

当該個人の関係 

当社との間に記載すべき資本関係・人的関係・取引関係は

ありません。 

（４） 異動前の所有株式数 80株（議決権の数： 80個） 

（５） 異動後の所有株式数 24株（議決権の数： 24個） 

 

４．取得株式数、取得価額及び異動前後の所有株式の状況 

（１） 異動前の所有株式数 ０株 

（２） 取得株式数 140株（議決権の数：140個） 

（３） 取得価額 

取得価額については、相手先との合意により開示を控え

させていただきますが、適切なデューデリジェンス結果

に基づき、双方協議の上、公平・妥当と考えられる金額に

て決定しております。 

（４） 異動後の所有株式数 
140株 

（議決権の数：140個）（議決権所有割合：70.0％） 

 

５．日 程 

（１） 契約締結日 2025年４月11日 

（２） 株式譲渡実行日 2025年４月15日（予定） 

 

６．今後の見通し 

 本件による当社連結業績への影響は軽微でありますが、開示すべき事項が今後発生した場合

には、速やかにお知らせいたします。 

 

以 上 

 


